
 

東京都青少年の健全な育成に関する条例及び同施行規則の一部抜粋 

 

 

【条例】 

 

（前文） 

われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一員として敬愛され、かつ、良い環境のなか 

で心身ともに健やかに成長することをねがうものである。 

われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正しい指導が、青少年の人格の形成に寄与す 

るところきわめて大なることを銘記しなければならない。 

われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有することを深く自覚し、青少年もまた社会 

の成員としての自覚と責任をもつて生活を律するように努めなければならない。 

 

（目的） 

 第１条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行

  為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

 

（都の責務） 

第４条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 都は、都民、区市町村、事業者及び都民又は事業者で構成する団体並びに青少年の健全な育成に

かかわる団体と協働して、前項の施策を推進するための体制を整備するものとする。 

 

（図書類等の販売等及び興行の自主規制） 

 第７条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場（興行場法（昭 

和２３年法律第１３７号）第１条の興行場をいう。以下同じ。）を経営する者は、図書類又は映画等の 

内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書 

類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければな 

らない。 

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健 

全な成長を阻害するおそれがあるもの 

二 漫画、アニメーションその他の画像（実写を除く。）で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似 

行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇 

張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、 

青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 

 

（不健全な図書類等の指定） 

 第８条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内



 

容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは

犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそ

れがあると認められるもの 

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内

容が、第７条第２号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為

を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する

健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全

な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、

 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 

 四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青

  少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの 

２ 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行

 わなければならない。 

３ 知事は、前２項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。 

 

（指定図書類の販売等の制限） 

 第９条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関し

  て図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者（以下「図書類販売業者等」という。）

  は、前条第１項第１号又は第２号の規定により知事が指定した図書類（以下「指定図書類」という。）

  を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 

２ 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列す

るとき（自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。）

は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 

３ 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書

類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならな

い。 

４ 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 

 

（表示図書類の販売等の制限） 

第９条の２ 図書類の発行を業とする者（以下「図書類発行業者」という。）は、図書類の発行、販売若

しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの（以下「自主規

制団体」という。）又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該

当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするよう努めな

ければならない。 

 一 第８条第１項第１号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長

し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 

  二 第８条第１項第２号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像（実写を除く。）



 

   で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若

   しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年

   の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 

 ２ 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類（指定図書類を除く。以下「表示図書類」とい

  う。）を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 

 ３ 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法によ

  り包装するように努めなければならない。 

 ４ 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき（自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付

  ける場合を除く。）は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、

  営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 

 ５ 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 

  

（表示図書類に関する勧告） 

第９条の３ 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期 

に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができ 

る。 

２ 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第８条第１項第１号又は第２号の規定によ 

る指定（以下この条において「不健全指定」という。）を受けた日から起算して過去１年間にこの項の 

規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去１年間に、過去１年間にこの項の規定による勧 

告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日（当該勧告を受けた日が２以上あるときは、最後に 

当該勧告を受けた日）の翌日までの間に、不健全指定を６回受けたもの又はその属する自主規制団体に 

対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

３ 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から 

起算して６月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 

４ 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第２項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、 

証拠を提示する機会を与えなければならない。 

５ 知事は、表示図書類について、前条第２項から第４項までの規定が遵守されていないと認めるときは、 

図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

 

（審議会への諮問） 

第１８条の２ 知事は、第５条の規定による推奨をし、第８条の規定による指定をし、又は第１４条の規

  定による措置を命じようとするときは、第１９条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴か

  なければならない。 

２ 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第７条から第７条の

３までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 

 



 

【施行規則】 

 

（指定図書類、指定映画等の基準） 

 第１５条 条例第８条第１項第１号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各

号に定めるものとする。 

   一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

   イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又

は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 

   ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する

性的行為を容易に連想させるものであること。 

   ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わ

いな行為を擬似的に体験させるものであること。 

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に

卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 

  二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

   イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。 

   ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的

苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。 

   ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐

な行為を擬似的に体験させるものであること。 

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に

残虐性を助長するものであること。 

  三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

   イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかす

ような表現をしたものであること。 

   ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は

表現したものであること。 

   ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰

法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。 

２ 条例第８条第１項第２号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものである 

こととする。 

一 性交又は性交類似行為（以下「性交等」という。）のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的 

に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、 

著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する 

青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。 

 

 

 



 

イ 刑法（明治４０年法律第４５号）第１７６条から第１７９条まで、第１８１条又は第２４１条の

規定の違反行為 

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１１

年法律第５２号）第４条の規定の違反行為 

ハ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条第１項第６号の規定に違反する行為 

ニ 条例第１８条の６の規定に違反する行為 

二 近親者間（民法（明治２９年法律第８９号）第７３４条から第７３６条までの規定により、婚姻 

をすることができない者の間をいう。）における性交等を、当該性交等が社会的に是認されている 

ものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に 

若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該 

性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。 

三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二 

号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。 

 

（指定図書類等の包装の方法） 

第１８条 条例第９条第２項及び第９条の２第３項の東京都規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

 一 ビニール袋等により指定図書類又は表示図書類（以下「指定図書類等」という。）全体の包装を行う

こと。 

 二 伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けを指定図書類等に行うこと。 

 三 前二号に掲げるもののほか、指定図書類等を容易に閲覧できない方法と知事が認める方法 

 

（指定図書類等の区分陳列の方法） 

 第１９条 条例第９条第３項及び第９条の２第４項の規定により指定図書類等を他の図書類と明確に区分 

  する方法は、次の各号のいずれかの措置をとり、かつ、指定図書類等を陳列する場所（第１号に規定す 

  る措置をとる場合にあっては当該場所の入口、第３号に規定する措置をとる場合にあっては当該仕切り

板の表面）の見やすい箇所に、容易に判読できる色調及び大きさの文字を使用して、当該場所に陳列さ

れている図書類は、青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しくは観覧させる

ことが制限されている旨の掲示をすることとする。 

  一 営業の場所に、間仕切り、ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け、

当該場所に指定図書類等を陳列すること。 

  二 指定図書類等を、他の図書類を陳列する陳列棚の外周から６０センチメートル以上離れた陳列棚に 

   陳列すること。 

  三  陳列棚の指定図書類等を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面か 

   ら１０センチメートル以上張り出した仕切り板（透視できない材質及び構造のものとする。）を設け、

   指定図書類等を、仕切り板と仕切り板との間に陳列すること。 

 

 



 

   四 指定図書類等を、床面から１５０センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるように 

   してまとめて陳列すること。 

   五 前各号に掲げるもののほか、指定図書類等が他の図書類と明確に区分されていると知事が認める方 

   法  
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